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原子力発第２２０９５号 

令和 ４年 ６月 ９日 

原子力規制委員会 殿

香川県高松市丸の内２番５号

四 国 電 力 株 式 会 社 

取締役社長 社長執行役員

長 井 啓 介

伊方発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の

規定に基づき，下記のとおり伊方発電所原子炉施設における保安規定の変更認可を申請

いたします。

記 

１．変更の内容

 昭和５１年１０月５日付５１安（原規）第９７号で認可を受け，昭和５２年９月３０

日付５２安（原規）第２８４号，昭和５３年１１月２８日付５３安（原規）第３５０号，

昭和５４年６月２２日付５４資庁第８３５４号，昭和５４年８月７日付５４資庁第１

０４６６号，昭和５６年６月８日付５６資庁第６２４３号，昭和５６年８月２０日付５

６資庁第１０４４８号，昭和５７年２月２６日付５７資庁第２５３０号，昭和５７年３

月１８日付５７資庁第４１０７号，昭和５７年７月３１日付５７資庁第１０８８１号，

昭和５８年７月２０日付５８資庁第１０７０９号，昭和５９年２月２９日付５９資庁

第１４５７号，昭和６０年３月２５日付６０資庁第２９５７号，昭和６０年７月２５日

付６０資庁第８７２１号，昭和６１年５月１７日付６１資庁第６６８６号，平成元年３

月３１日付元資庁第３５０５号，平成元年１２月２６日付元資庁第１５２８３号，平成

２年３月２３日付２資庁第１８７８号，平成４年１月１６日付３資庁第１１７３７号，

平成５年７月２７日付５資庁第８２９５号，平成５年１２月２２日付５資庁第１３４

６２号，平成６年４月１９日付６資庁第２５７１号，平成６年１１月２８日付６資庁第

１３３６１号，平成８年２月２０日付７資庁第１５２４７号，平成８年５月２１日付８

資庁第４９６７号，平成８年１０月１１日付８資庁第９９８６号，平成９年７月２３日

付平成０９・０６・３０資第１１号，平成１２年５月２４日付平成１２・０５・１１資

第１号，平成１３年１月５日付平成１２・０９・２０資第４号，平成１３年２月２３日

付平成１３・０２・１６原第４号，平成１３年３月３０日付平成１３・０３・２３原第
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１０号，平成１３年９月１７日付平成１３・０８・２４原第３号，平成１３年１０月２

９日付平成１３・１０・１５原第３号，平成１４年４月１０日付平成１４・０４・０３

原第５号，平成１４年６月５日付平成１４・０５・２３原第７号，平成１４年１０月２

２日付平成１４・０９・３０原第１３号，平成１５年２月２１日付平成１５・０１・２

９原第２号，平成１５年１２月１８日付平成１５・１１・１７原第２０号，平成１６年

５月１０日付平成１５・１２・１９原第３３号，平成１６年８月１０日付平成１６・０

７・０９原第２２号，平成１７年２月１８日付平成１７・０１・１７原第１２号，平成

１７年９月２８日付平成１７・０９・１４原第２号，平成１８年２月２２日付平成１

８・０１・１９原第９号，平成１９年２月１６日付平成１９・０１・２９原第１１号，

平成１９年１２月１３日付平成１９・０９・２８原第３７号，平成１９年１２月１３日

付平成１９・１１・３０原第１６号，平成２０年８月２２日付平成２０・０７・１１原

第１８号，平成２０年１２月１２日付平成２０・１０・３１原第８号，平成２１年３月

２日付平成２１・０２・０９原第３３号，平成２１年４月２０日付平成２１・０３・２

６原第２号，平成２１年９月１５日付平成２１・０９・０９原第１１号，平成２２年２

月８日付平成２２・０１・１８原第３号，平成２３年４月４日付平成２３・０２・１８

原第９号，平成２３年５月６日付平成２３・０４・０８原第３０号，平成２３年５月１

１日付平成２３・０４・２５原第７号，平成２４年３月１５日付平成２３・０３・１１

原第６号，平成２４年９月６日付２０１２０８２０原第２４号，平成２５年６月２５日

付原管Ｐ発第１３０６２５１号，平成２７年２月２日付原規規発第１５０２０２１号，

平成２８年３月２４日付原規規発第１６０３２４１７号，平成２８年４月１９日付原

規規発第１６０４１９１号，平成２８年８月１日付原規規発第１６０８０１４号，平成

２９年２月１０日付原規規発第１７０２１０１１号，平成２９年６月２８日付原規規

発第１７０６２８３号，平成２９年１１月２７日付原規規発第１７１１２７５号，平成

３０年５月２１日付原規規発第１８０５２１８号，平成３０年１２月１７日付原規規

発第１８１２１７８号，平成３１年２月１３日付原規規発第１９０２１３３号，令和元

年６月４日付原規規発第１９０６０４７号，令和元年７月５日付原規規発第１９０７

０５６号，令和２年３月３１日付原規規発第２００３３１３号，令和２年９月１７日付

原規規発第２００９１７７号，令和２年１０月７日付原規規発第２０１００７６号，令

和２年１１月４日付原規規発第２０１１０４１０号，令和３年１月１４日付原規規発

第２１０１１４１号，令和３年４月２８日付原規規発第２１０４２８１３号，令和３年

１０月５日付原規規発第２１１００５７号，令和４年６月１日付原規規発第２２０６

０１７号で変更認可を受けた伊方発電所原子炉施設保安規定の記述を，別添の伊方発

電所原子炉施設保安規定変更比較表の変更後欄のとおり変更する。（ただし，下線は含

まない。）

２．変更の理由 

（１）伊方発電所１号炉および２号炉廃止措置計画変更認可申請書の内容の反映に伴う

変更

令和４年２月１５日に１号炉および２号炉廃止措置計画変更認可申請書（以下「廃

止措置計画変更認可申請書」という）を申請したことから，廃止措置計画変更認可申

請書の内容を反映するため，関連する条文の変更を行う。 
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（２）伊方発電所１号炉および２号炉の廃止措置の進捗に伴う変更 
   １号炉のすべての使用済燃料は輸送が完了し，１号炉の使用済燃料ピットに使用済燃

料を保管することはないことから，貯蔵可能な使用済燃料ピットの対象の見直しを行

う。また，１号炉および２号炉の廃止措置の進捗に伴い，設備の管理，運用状況に合わ

せ運転員の区分に関わらず配員できるように，１，２号炉の運転員においては，１，２

号炉の当直長を除いた運転員を統一した区分に変更する。 

このため，関連する条文の変更を行う。 
 

 

３．施行期日 

（１）この規定は，原子炉規制委員会の認可を受けた日から10日以内に施行する。 

（２）この規定施行の際，第100条,第299条,第300条および第302条については，原子力規制

委員会の認可を受けた後，かつ，１号炉海水ポンプの廃止について当社が定める日か

ら適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 
 

以    上 
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別 添

伊方発電所原子炉施設保安規定変更比較表

本資料のうち、枠囲みの範囲は

機密に係る事項ですので公開す

ることはできません。



変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

（
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
1
0
0条

 
当

直
長

は
，

放
射
性

液
体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は
，

復
水

器
冷

却
水

放
水

口
よ
り

放
出

す
る

と
と

も
に

，

次
の

事
項

を
管

理
す

る
。
 

(
1
)

放
射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出
に

よ
る

復
水

器
冷

却
水

放
水
口

排
水

中
の

放
射

性
物

質
濃
度

の
３

ヶ
月

平
均

値
が

，

法
令

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を
超

え
な

い
こ

と

(
2
)

復
水
器

冷
却

水
放

水
口

排
水
中

の
放

射
性

物
質
（
ト

リ
チ
ウ

ム
を

除
く

。
）
の
放

出
量
が

，
表

1
00
－
１

に
定
め

る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う
に

努
め

る
こ

と

２
 
 
当
直

長
は

，
復

水
器

冷
却

水
放
水

口
排

水
中

の
ト

リ
チ

ウ
ム
の

放
出

量
が

，
表

1
00
－

２
に
定

め
る

放
出

管
理

の
 

基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る
。
 

３
 
 
放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

は
，
表

1
00
－
３

に
定

め
る
項

目
に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
頻
度

で
測

定
し

，
そ

の
 

結
果

を
当

直
長

に
通

知
す

る
。

 
 
 
 

表
1
0
0－

１
 

項
 

目
 

放
出

管
理

目
標

値
（

１
号

炉
，

２
号
炉

お
よ

び
３

号
炉

合
算

）
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物
 

（
ト

リ
チ

ウ
ム

を
除

く
。

）

3
.
8
×

10
１

０
 
B
q／

年
 

表
1
0
0－

２
 

項
 

目
 

放
出

管
理

の
基

準
値

（
１

号
炉

，
２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
合

算
）
 

ト
リ
 

チ
 

ウ
 

ム
5
.
7
×

10
１

３
 
B
q／

年
 

表
1
0
0－

３
 

分
 

類
 

測
定

項
目
 

計
測

器
種

類
 

測
定

頻
度
 

試
料

採
取

箇
所
 

 
放

射
性

液
体
 

 
廃

棄
物
 

放
射

性
物

質
濃

度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
)  

 
試

料
放

射
能
 

 
測

定
装

置
 

放
出

の
都

度
 

・
モ

ニ
タ

タ
ン

ク

・
廃

液
蒸

留
水

タ
ン

ク

・
洗

浄
排

水
モ

ニ
タ

タ
ン

ク

ト
リ

チ
ウ

ム
濃

度
 
試

料
放

射
能
 

 
測

定
装

置
 

 
１

ヶ
月

に
１

回
 

（
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
1
0
0条

 
当

直
長

は
，

放
射
性

液
体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は
，

復
水

器
冷

却
水

放
水

口
よ
り

放
出

す
る

と
と

も
に

，

次
の

事
項

を
管

理
す

る
。
 

(
1
)

放
射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出
に

よ
る

復
水

器
冷

却
水

放
水
口

排
水

中
の

放
射

性
物

質
濃
度

の
３

ヶ
月

平
均

値
が

，

法
令

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を
超

え
な

い
こ

と

(
2
)

復
水
器

冷
却

水
放

水
口

排
水
中

の
放

射
性

物
質
（
ト

リ
チ
ウ

ム
を

除
く
。
）
の
放

出
量
が
，
表

10
0
－
１

に
定
め

る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う
に

努
め

る
こ

と

２
 
 
当
直

長
は

，
復

水
器

冷
却

水
放
水

口
排

水
中

の
ト

リ
チ

ウ
ム
の

放
出

量
が

，
表

1
00
－

２
に
定

め
る

放
出

管
理

の
 

基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る
。
 

３
 
 
放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

は
，
表

1
00
－
３

に
定

め
る
項

目
に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
頻
度

で
測

定
し

，
そ

の
 

結
果

を
当

直
長

に
通

知
す

る
。

 
 
 
 

表
1
0
0－

１
 

項
 

目
 

放
出

管
理

目
標

値
（

１
号

炉
，

２
号
炉

お
よ

び
３

号
炉

合
算

）
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物
 

（
ト

リ
チ

ウ
ム

を
除

く
。

）

3
.
7
×

10
１

０
 
B
q／

年
 

表
1
0
0－

２
 

項
 

目
 

放
出

管
理

の
基

準
値

（
１

号
炉

，
２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
合

算
）
 

ト
リ
 

チ
 

ウ
 

ム
5
.
6
×

10
１

３
 
B
q／

年
 

表
1
0
0－

３
 

分
 

類
 

測
定

項
目
 

計
測

器
種

類
 

測
定

頻
度
 

試
料

採
取

箇
所
 

 
放

射
性

液
体
 

 
廃

棄
物
 

放
射

性
物

質
濃

度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
)  

 
試

料
放

射
能
 

 
測

定
装

置
 

放
出

の
都

度
 

・
モ

ニ
タ

タ
ン

ク

・
廃

液
蒸

留
水

タ
ン

ク

・
洗

浄
排

水
モ

ニ
タ

タ
ン

ク

ト
リ

チ
ウ

ム
濃

度
 
試

料
放

射
能
 

 
測

定
装

置
 

 
１

ヶ
月

に
１

回
 

伊
方

発
電

所
１

号
炉
 

お
よ

び
２

号
炉

発
電

用
 

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
 

置
計

画
変

更
に

伴
う

変
 

更
(
以
下
「

廃
止

措
置

計

画
変

更
に

伴
う

変
更

」

と
い

う
。

) 

廃
止

措
置

計
画

変
更

に

伴
う

変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
所
員
へ
の
保

安
教
育
）
 

第
1
3
0
条
 
人
材
育
成
課
長
は
，
毎
年
度

，
原
子
炉
施
設
の
運
転
お
よ
び
管
理
を
行
う
所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画
を
表

1
3
0
－
１
，
表

13
0
－
２
お
よ
び
表
1
3
0
－
３
の
実
施
方
針
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
，

所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

２
 
人
材
育
成
課
長
は
，
第
１
項
の
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
，
第
７
条
第
２
項
に
も
と
づ
き
運
営
委
員
会

の
確
認
を
得
る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
保
安
教
育
の
具
体
的
な
内
容
を
定
め
，
こ
れ
に
も
と
づ
き
，
第
１
項
の
保
安
教
育
実
施
計
画
に
よ
る
保

安
教
育
を
実
施
す
る
と
と
も
に
，
年
度
毎
に
実
施
結
果
を
所
長
に
報
告
す
る
。
 

 
た
だ
し
，
各
課
長
が
，
所
長
に
よ
り
別
途
承
認
さ
れ
た
基
準
に
従
い
，
各
項
目
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
十
分

な
知
識
お
よ
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
 
人
材
育
成
課
長
は
，
第
３
項
の
保
安
教
育
の
具
体
的
な
内
容
の
見
直
し
頻
度
を
定
め
，
こ
れ
に
も
と
づ
き
，
各
 

課
長
は
，
第
３
項
の
保
安
教
育
の
具
体
的
な
内
容
を
見
直
し
す
る
。
 

（
所
員
へ
の
保
安
教
育
）
 

第
1
3
0
条
 
人
材
育
成
課
長
は
，
毎
年
度
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
お
よ
び
管
理
を
行
う
所
員
へ
の
保
安
教
育
実
施
計
画
を
表

1
3
0
－
１

，
表
1
3
0
－
２
お
よ
び
表
1
3
0
－
３
の
実
施
方
針
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
，

所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

２
 
人
材
育
成
課
長
は
，
第
１
項
の
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
，
第
７
条
第
２
項
に
も
と
づ
き
運
営
委
員
会

の
確
認
を
得
る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
保
安
教
育
の
具
体
的
な
内
容
を
定
め
，
こ
れ
に
も
と
づ
き
，
第
１
項
の
保
安
教
育
実
施
計
画
に
よ
る
保

安
教
育
を
実
施
す
る
と
と
も
に
，
年
度
毎
に
実
施
結
果
を
所
長
に
報
告
す
る
。
 

 
た
だ
し
，
各
課
長
が
，
所
長
に
よ
り
別
途
承
認
さ
れ
た
基
準
に
従
い
，
各
項
目
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
十
分

な
知
識
お
よ
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
教
育
に
つ
い
て
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
 
人
材
育
成
課
長
は
，
第
３
項
の
保
安
教
育
の
具
体
的
な
内
容
の
見
直
し
頻
度
を
定
め
，
こ
れ
に
も
と
づ
き
，
各
 

課
長
は
，
第
３
項
の
保
安
教
育
の
具
体
的
な
内
容
を
見
直
し
す
る
。
 

本
頁
変
更
な
し

6















  

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
使
用
済
燃
料

の
貯
蔵
）
 

第
2
9
7
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

 
(
1
)
 
使
用
済
燃
料
を
表
2
9
7
に
定
め
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示

す
る
こ
と

 

 
(
3
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

(
5
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
に
お
い
て
燃
料
配
置
変
更
を
行
う
場
合
は
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨
界
に

達
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
燃
料
配
置
の
範
囲
内
に
限
定
す
る
こ
と
 

 表
2
9
7
 

１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
 

の
使
用
済
燃
料
 

貯
蔵
可
能
な
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
 

１
号
炉
 

１
号
炉
，
３
号
炉

※
１
 

２
号
炉
 

２
号
炉
，
３
号
炉

※
１
 

※
１
：
３
号
炉

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
貯
蔵
に
つ
い
て
は
，
第
１
編
第
9
7
条
に
て
実
施
す
る
。
 

 

 

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
2
9
7
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

 
(
1
)
 
使
用
済
燃
料
を
表
2
9
7
に
定
め
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示

す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

(
5
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
に
お
い
て
燃
料
配
置
変
更
を
行
う
場
合
は
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨
界
に

達
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
燃
料
配
置
の
範
囲
内
に
限
定
す
る
こ
と
 

 表
2
9
7
 

１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
 

の
使
用
済
燃
料
 

貯
蔵
可
能
な
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
 

１
号
炉
 

３
号
炉

※
１
 

２
号
炉
 

２
号
炉
，
３
号
炉

※
１
 

※
１
：
３
号
炉
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
貯
蔵
に
つ
い
て
は
，
第
１
編
第
9
7
条
に
て
実
施
す
る
。
 

 

              
廃
止
措
置
計
画
の
進
捗

 
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
放
射
性
固
体

廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
2
9
9
条
 
各
課
長
は
，
次
に
定
め
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た

う
え
で
，
当

該
の
廃
棄
施
設
等
に
貯
蔵

※
１
ま
た
は
保
管
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
濃
縮
廃
液
は
，
発
電
課
長
が
固
化
装
置

で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
「
廃
棄
物
庫
」
と
い
う
。
）

に
保
管
す
る
。
 

 
(
2
)
 
 
強
酸
ド
レ
ン
等
は
，
放
射
線
・
化
学
管

理
課
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。 

  
(3
)
 
 
脱

塩
塔

使
用

済
樹

脂
は

，
発

電
課

長
が

使
用

済
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

に
貯

蔵
す

る
。

脱
塩

塔
使

用
済

樹
脂

を
ド

ラ
ム

缶
に

固
型

化
す

る
場

合
は

，
発

電
課

長
が

セ
メ

ン
ト

固
化

装
置

（
１

号
お

よ
び

２
号

炉
共

用
）

ま
た

は
セ

メ
ン
ト
固

化
装

置
（

１
号

炉
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
共

用
）

で
固

型
化

し
，

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

が
廃

棄
物

庫
に
保
管

す
る
｡
 

(
4
)
 
 
蒸
気
発
生
器
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
蒸
気
発
生
器
等
お
よ
び
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴
い
取
り
外

し
た
原
子

炉
容
器
上
部
ふ
た
等
は
，
機
械
計
画
第
一
課
長
が
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
，

放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，

炉
内
構
造
物
の
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
炉
内
構
造
物
等
は
，
設
備
改
良
工
事
課
長
が
遮
へ
い
機
 

能
を
有
し

た
鋼
製
の
保
管
容
器
に
収
納
し
た
う
え
で
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
保
管
す

る
。
 

 
(
5
)
 
 
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
は
，
原
子
燃
料
課
長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
。
 

 
(6
)
 
 
そ

の
他

の
雑

固
体

廃
棄

物
は

，
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

す
る

こ
と

等
に

よ
り

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
確
認
し
た
う
え
で
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
な
お
，
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
，
以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
イ
 
焼
却
す
る
場
合
は
，
発
電
課
長
が
雑
固
体
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
。
 

 
 
 
 
ロ
 
 
圧
縮
減
容
す
る
場
合
は
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
ベ
イ
ラ
で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
１
項
に
お
い
て
封
入
ま
た
は
固
型
化
し
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
，
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
，
か
つ

，
表
3
3
2
－
１
の
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理
番
号
を
つ
け

る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
次
の
事
項
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
，
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
。
 

 
(1
)
 
 
放

射
線

・
化

学
管

理
課

長
は

，
廃

棄
物

庫
に

お
け

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
な

ら
び

に
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

等
，

原
子

炉
容

器
上

部
ふ

た
等

お
よ

び
炉

内
構

造
物

等
の

保
管

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

，
１
週
間

に
１
回
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
を
巡
視
す
る
と
と
も
に
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
保
管
量
を
確
認
す
る
。 

 
(
2
)
 
 
当
直
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
，
１
日
に
１

回
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
量
を
３
ヶ
月

に
１
回
，
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
の
貯
蔵
量
を
３

ヶ
月
に
１
回
，
確
認
す
る
。
 

４
 
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示
す
る
。
 

５
 
各
課
長
は
，
管
理
区
域
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
次
の
措
置
を
講
じ
，
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の

措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
 

た
だ
し
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射

能
濃
度
が
法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
，
法
令
に
定

め
る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は

，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(
2
)
 
 
容
器
等
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
4
)
 
 
容
器
等
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

(
5
)
 
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

（
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
2
9
9
条
 
各
課
長
は
，
次
に
定
め
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た

う
え
で
，
当
該
の
廃
棄
施
設
等
に
貯
蔵

※
１
ま
た
は
保
管
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
濃
縮
廃
液
は
，
発
電
課
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
「
廃
棄
物
庫
」
と
い
う
。
）
に
保
管
す
る
。
 

 
(
2
)
 
 
強
酸
ド
レ
ン
等
は
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
人
力
に
て
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
(3

)
 
 
脱

塩
塔

使
用

済
樹

脂
は

，
発

電
課

長
が

使
用

済
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

に
貯

蔵
す

る
。

脱
塩

塔
使

用
済

樹
脂

を
ド

ラ
ム

缶
に

固
型

化
す

る
場

合
は

，
発

電
課

長
が

セ
メ

ン
ト

固
化

装
置

（
１

号
お

よ
び

２
号

炉
共

用
）

ま
た

は
セ

メ
ン

ト
固

化
装

置
（

１
号

炉
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
共

用
）

で
固

型
化

し
，

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

が
廃

棄
物

庫
に

保
管

す
る
｡
 

(
4
)
 
 
蒸
気
発
生
器
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
蒸
気
発
生
器
等
お
よ
び
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴
い
取
り
外

し
た
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
は
，
機
械
計
画
第
一
課
長
が
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
，

放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
炉
内
構
造
物
の
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
炉
内
構
造
物
等
は
，
設
備
改
良
工
事
課
長
が
遮
へ
い
機
 

能
を
有
し
た
鋼
製
の
保
管
容
器
に
収
納
し
た
う
え
で
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
保
管
す

る
。
 

 
(
5
)
 
 
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
は
，
原
子
燃
料
課
長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
。
 

 
(6

)
 
 
そ

の
他

の
雑

固
体

廃
棄

物
は

，
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

す
る

こ
と

等
に

よ
り

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
確
認
し
た
う
え
で
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
な
お
，
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
，
以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
イ
 
焼
却
す
る
場
合
は
，
発
電
課
長
が
雑
固
体
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
。
 

 
 
 
 
ロ
 
 
圧
縮
減
容
す
る
場
合
は
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
ベ
イ
ラ
で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
１
項
に
お
い
て
封
入
ま
た
は
固
型
化
し
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
，
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
，
か
つ
，
表
3
3
2
－
１
の
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理
番
号
を
つ
け

る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
次
の
事
項
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
，
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
。
 

 
(1

)
 
 
放

射
線

・
化

学
管

理
課

長
は

，
廃

棄
物

庫
に

お
け

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
な

ら
び

に
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

等
，

原
子

炉
容

器
上

部
ふ

た
等

お
よ

び
炉

内
構

造
物

等
の

保
管

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

，
１

週
間

に
１
回
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
を
巡
視
す
る
と
と
も
に
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
保
管
量
を
確
認
す
る
。 

 
(
2
)
 
 
当
直
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
，
１
日
に
１

回
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
量
を
３
ヶ
月

に
１
回
，
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
の
貯
蔵
量
を
３

ヶ
月
に
１
回
，
確
認
す
る
。
 

４
 
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示
す
る
。
 

５
 
各
課
長
は
，
管
理
区
域
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
次
の
措
置
を
講
じ
，
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の

措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
 

た
だ
し
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
が
法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
，
法
令

に
定

め
る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(
2
)
 
 
容
器
等
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
4
)
 
 
容
器
等
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

(
5
)
 
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

     
廃
止
措
置
計
画
変
更
に

 
伴
う
変
更

 
 

14



  

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

(
7
)
 
 
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要

な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

６
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
５
項
の

運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お
よ
び
容
器
等
の

表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度

に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

７
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
各
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
放
射
性
固
体
廃
棄

物
を
移
動
す
る
場
合
は
，
容
器
等
の
表
面
汚

染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固

体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
，
発
電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状
況
を
確

認
す
る
。
 

(
2
)
 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の
廃
棄
事
業
者
へ
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(
3
)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
発
電
所
外

に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

1
0
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に

次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
書
類
お
よ
び
物
品
以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

1
1
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に

容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お

よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定

め
る
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第

3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

 ※
１
：
貯
蔵
と
は
，
保
管
の
前
段
階
の
も
の
で

，
廃
棄
と
は
異
な
る
も
の
を
い
う
。

(以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
｡
) 

(
7
)
 
 
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要

な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

６
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
５
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度

に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

７
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
各
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
放
射
性
固
体
廃
棄

物
を
移
動
す
る
場
合
は
，
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
，
発
電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状
況
を
確

認
す
る
。
 

(
2
)
 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の
廃
棄
事
業
者
へ
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(
3
)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
発
電
所
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

1
0
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
書
類
お
よ
び
物
品
以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

1
1
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お

よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第

3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

 ※
１
：
貯
蔵
と
は
，
保
管
の
前
段
階
の
も
の
で
，
廃
棄
と
は
異
な
る
も
の
を
い
う
。

(以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
｡
) 

 
本
頁
変
更
な
し
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変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

（
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
3
0
0条

 
当

直
長

は
，

放
射
性

液
体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は
，

復
水

器
冷

却
水

放
水

口
よ
り

放
出

す
る

と
と

も
に

，

次
の

事
項

を
管

理
す

る
。
 

 
(
1
)
 
 放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出
に

よ
る

復
水

器
冷

却
水

放
水
口

排
水

中
の

放
射

性
物

質
濃
度

の
３

ヶ
月

平
均

値
が

，

法
令

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を
超

え
な

い
こ

と
 

 
(
2
)
 
 復

水
器

冷
却

水
放

水
口

排
水
中

の
放

射
性

物
質
（
ト

リ
チ
ウ

ム
を

除
く

。
）
の
放

出
量
が

，
表

3
00
－
１

に
定
め

る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う
に

努
め

る
こ

と
 

２
 
 
当
直

長
は

，
復

水
器

冷
却

水
放
水

口
排

水
中

の
ト

リ
チ

ウ
ム
の

放
出

量
が

，
表

3
00
－

２
に
定

め
る

放
出

管
理

の
 

基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る
。
 

３
 
 
放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

は
，
表

3
00
－
３

に
定

め
る
項

目
に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
頻
度

で
測

定
し

，
そ

の
 

結
果

を
当

直
長

に
通

知
す

る
。

 
 
 
  

 表
3
0
0－

１
 

項
 

 
目
 

放
出

管
理

目
標

値
（

１
号

炉
，

２
号
炉

お
よ

び
３

号
炉

合
算

）
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物
 

（
ト

リ
チ

ウ
ム

を
除

く
。

）
 

3
.
8
×

10
１

０
 
B
q／

年
 

 

 表
3
0
0－

２
 

項
 

 
目
 

放
出

管
理

の
基

準
値

（
１

号
炉

，
２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
合

算
）
 

ト
 

リ
 

チ
 

ウ
 

ム
 

5
.
7
×

10
１

３
 
B
q／

年
 

  表
3
0
0－

３
 

分
 

類
 

測
定

項
目
 

計
測

器
種

類
 

測
定

頻
度
 

試
料

採
取

箇
所
 

 
放

射
性

液
体
 

 
廃

棄
物
 

   

放
射

性
物

質
濃

度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
)  

 
試

料
放

射
能
 

 
測

定
装

置
 

放
出

の
都

度
 

 

・
廃

液
蒸

留
水

タ
ン

ク
 

・
洗

浄
排

水
蒸

留
水

タ
ン

ク
 

・
洗

浄
排

水
モ

ニ
タ

タ
ン

ク
 

 
 

ト
リ

チ
ウ

ム
濃

度
 

 

 
試

料
放

射
能
 

 
測

定
装

置
 

  
１

ヶ
月

に
１

回
 

 

  

 

（
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
3
0
0条

 
当

直
長

は
，

放
射
性

液
体
廃

棄
物

を
放

出
す

る
場

合
は
，

復
水

器
冷

却
水

放
水

口
よ
り

放
出

す
る

と
と

も
に

，

次
の

事
項

を
管

理
す

る
。
 

 
(
1
)
 
 放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出
に

よ
る

復
水

器
冷

却
水

放
水
口

排
水

中
の

放
射

性
物

質
濃
度

の
３

ヶ
月

平
均

値
が

，

法
令

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を
超

え
な

い
こ

と
 

 
(
2
)
 
 復

水
器

冷
却

水
放

水
口

排
水
中

の
放

射
性

物
質
（
ト

リ
チ
ウ

ム
を

除
く
。
）
の
放

出
量
が
，
表

30
0
－
１

に
定
め

る

放
出

管
理

目
標

値
を

超
え

な
い

よ
う
に

努
め

る
こ

と
 

２
 
 
当
直

長
は

，
復

水
器

冷
却

水
放
水

口
排

水
中

の
ト

リ
チ

ウ
ム
の

放
出

量
が

，
表

3
00
－

２
に
定

め
る

放
出

管
理

の
 

基
準

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る
。
 

３
 
 
放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

は
，
表

3
00
－
３

に
定

め
る
項

目
に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
頻
度

で
測

定
し

，
そ

の
 

結
果

を
当

直
長

に
通

知
す

る
。

 
 
 
  

 表
3
0
0－

１
 

項
 

 
目
 

放
出

管
理

目
標

値
（

１
号

炉
，

２
号
炉

お
よ

び
３

号
炉

合
算

）
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物
 

（
ト

リ
チ

ウ
ム

を
除

く
。

）
 

3
.
7
×

10
１

０
 
B
q／

年
 

 

 表
3
0
0－

２
 

項
 

 
目
 

放
出

管
理

の
基

準
値

（
１

号
炉

，
２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
合

算
）
 

ト
 

リ
 

チ
 

ウ
 

ム
 

5
.
6
×

10
１

３
 
B
q／

年
 

  表
3
0
0－

３
 

分
 

類
 

測
定

項
目
 

計
測

器
種

類
 

測
定

頻
度
 

試
料

採
取

箇
所
 

 
放

射
性

液
体
 

 
廃

棄
物
 

   

放
射

性
物

質
濃

度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線
放

出
核

種
)  

 
試

料
放

射
能
 

 
測

定
装

置
 

放
出

の
都

度
 

 

・
廃

液
蒸

留
水

タ
ン

ク
 

・
洗

浄
排

水
蒸

留
水

タ
ン

ク
 

・
洗

浄
排

水
モ

ニ
タ

タ
ン

ク
 

 
 

ト
リ

チ
ウ

ム
濃

度
 

 

 
試

料
放

射
能
 

 
測

定
装

置
 

  
１

ヶ
月

に
１

回
 

 

  

 

     
        廃

止
措
置

計
画

変
更

に
 

伴
う

変
更

（
以

下
，

本

頁
に

お
い

て
同

じ
）
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変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

（
放
出
管
理
用
計
測
器
の
管
理
）
 

第
3
0
2条

 
放

射
線

・
化

学
管
理

課
長
お

よ
び

計
装

計
画

課
長

は
，
表

3
02
に
定

め
る

放
出
管

理
用
計

測
器

に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
数

量
を

確
保

す
る

。
た
だ

し
，

故
障

等
に

よ
り

使
用
不

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
修
理

ま
た

は
代

替
品

を
補

充
す

る
。
 

 表
3
0
2 

分
 

 
類
 

計
測

器
種

類
 

担
当

課
長
 

数
量
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

放
出

管
理

用
計
測

器
 

廃
棄

物
処

理
設

備
排

水
モ

ニ
タ

 
計

装
計
画

課
長
 

２
台
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長
 
２

台
※

１
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

放
出

管
理

用
計
測

器
 

排
気

筒
モ

ニ
タ
 

計
装

計
画

課
長
 

４
台
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長
 
１

台
※

１

※
２
 

※
１

：
１

号
炉

，
２

号
炉

お
よ

び
３
号

炉
共

用
 

※
２

：
放

射
性

液
体

廃
棄

物
放

出
管
理

用
計

測
器

と
共

用
 

 

（
放
出
管
理
用
計
測
器
の
管
理
）
 

第
3
0
2条

 
放

射
線
・
化

学
管
理

課
長
お

よ
び

計
装

計
画

課
長

は
，
表

3
02
に
定

め
る

放
出
管

理
用
計

測
器

に
つ

い
て

，
同

表
に

定
め

る
数

量
を

確
保

す
る

。
た
だ

し
，
故
障

等
に

よ
り

使
用
不

能
と

な
っ

た
場

合
は

，
修
理

ま
た

は
代

替
品
を
補

充
す

る
。
 

 表
3
0
2 

分
 

 
類
 

計
測

器
種

類
 

担
当

課
長
 

数
量
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

放
出

管
理

用
計
測

器
 

廃
棄

物
処

理
設

備
排

水
モ

ニ
タ

 
計

装
計
画

課
長
 

１
台
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長
 
２

台
※

１
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

放
出

管
理

用
計
測

器
 

排
気

筒
モ

ニ
タ
 

計
装

計
画

課
長
 

４
台
 

試
料

放
射

能
測

定
装

置
 

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長
 
１

台
※

１

※
２
 

※
１

：
１

号
炉

，
２

号
炉

お
よ

び
３
号

炉
共

用
 

※
２

：
放

射
性

液
体

廃
棄

物
放

出
管
理

用
計

測
器

と
共

用
 

 

       
廃

止
措
置

計
画

変
更

に
 

伴
う

変
更
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変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

（
原
子
力
防
災
組
織
）
 

第
3
2
0条

 
安

全
技

術
課

長
は
，
原

子
力

災
害

の
発

生
ま

た
は

拡
大
を

防
止

す
る

た
め

，
図

3
2
0に

示
す

原
子

力
防

災
組
織

を

定
め

る
に

あ
た

り
，

所
長

の
承

認
を
得

る
。
 

２
 

発
電

所
災

害
対

策
本

部
の

本
部
長

は
，

所
長

と
す

る
。

た
だ
し

，
安

全
技

術
課

長
は

，
所
長

が
不

在
の

場
合

に
備

え

て
代

行
者

を
定

め
る

に
あ

た
り

，
所
長

の
承

認
を

得
る

。
 

３
 

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法
に

も
と

づ
く

措
置

が
必

要
な
場

合
は

，
本

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
当

該
措

置
を

優
先

す

る
。

（
以

下
，

本
章

に
お

い
て

同
じ
。

）
 

  図
3
2
0 

原
子
力
防
災
組
織
（
発
電
所
災
害
対
策
本
部
）

組
織

構
成

任
務

原
子
力
防
災
管
理
者
（
所
長
）

本
部
長

原
子
力
防
災
組
織

の
統
括
管
理

総
括

各
班
の
活
動
状
況

の
把
握

組
織

任
務

情
報
連
絡
班

国
、
自
治
体
、
そ
の
他
関
係
者
へ
の
情
報

連
絡
等

特
定
事
象
に
関
す
る
広
報
等

事
故
拡
大
防
止
に
必
要
な
運
転
上
の
措
置

等 施
設
設
備
の
整
備
、
点
検
、
応
急
の
復
旧

等 放
射
線
管
理
等

資
機
材
の
輸
送
調
達
等

組
織

構
成

任
務

【
運
転
操
作
指
揮
】

当
直
長

【
運
転
操
作
指
揮
補
佐
】

副
当
直
長

当
直

発
電
所
施
設
の
保

安
維
持
等

消
火
活
動
等

原
子
力
防
災
管
理
者
が
指
名
し
た
者

報
道
班

運
転
班

調
査
復
旧
班

技
術
支
援
班

総
務
班

消
防
班

 

 

（
原
子
力
防
災
組
織
）
 

第
3
2
0条

 
安

全
技

術
課

長
は
，
原

子
力

災
害

の
発
生

ま
た
は

拡
大
を

防
止

す
る

た
め

，
図

3
2
0 に

示
す

原
子

力
防

災
組
織

を

定
め

る
に

あ
た

り
，

所
長

の
承

認
を
得

る
。
 

２
 

発
電

所
災

害
対

策
本

部
の

本
部
長

は
，

所
長

と
す

る
。

た
だ
し

，
安

全
技

術
課

長
は

，
所
長

が
不

在
の

場
合

に
備

え

て
代

行
者

を
定

め
る

に
あ

た
り

，
所
長

の
承

認
を

得
る

。
 

３
 

原
子

力
災

害
対

策
特

別
措

置
法
に

も
と

づ
く

措
置

が
必

要
な
場

合
は

，
本

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
当

該
措

置
を

優
先

す

る
。

（
以

下
，

本
章

に
お

い
て

同
じ
。

）
 

  図
3
2
0  

                       
 

 
 廃

止
措
置

計
画

の
進

捗
 

に
伴

う
変

更
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変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

（
所
員
へ
の
保
安
教
育
）
 

第
3
3
0条

 
人

材
育

成
課

長
は
，

毎
年
度

，
原

子
炉

施
設

の
廃

止
措
置

を
行

う
所

員
へ

の
保

安
教
育

実
施

計
画

を
表

3
30
－

１
，

表
3
3
0－

２
お

よ
び

表
33
0
－

３
の

実
施

方
針

に
も

と
づ
い

て
作
成

し
，

廃
止

措
置

主
任

者
の
確

認
を

得
て

，
所

長

の
承

認
を

得
る

。
 

２
 

人
材

育
成

課
長

は
，
第
１

項
の
保

安
教

育
実

施
計

画
の

策
定
に

あ
た

り
，
第

20
7
条
第

２
項
に

も
と

づ
き

運
営

委
員
会

の
確

認
を

得
る

。
 

３
 

各
課

長
は

，
保

安
教

育
の

具
体
的

な
内

容
を

定
め

，
こ

れ
に
も

と
づ

き
，

第
１

項
の

保
安
教

育
実

施
計

画
に

よ
る

保

安
教

育
を

実
施

す
る

と
と

も
に

，
年
度

毎
に

実
施

結
果

を
所

長
に
報

告
す

る
。
 

 
た
だ

し
，

各
課

長
が

，
所

長
に
よ

り
別

途
承

認
さ

れ
た

基
準
に

従
い

，
各

項
目

の
全

部
ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
十

分

な
知

識
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る
と

認
め

た
者

に
つ

い
て

は
，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る
。 

４
 

人
材

育
成

課
長

は
，

第
３

項
の
保

安
教

育
の

具
体

的
な

内
容
の

見
直

し
頻

度
を

定
め

，
こ
れ

に
も

と
づ

き
，

各
 

課
長

は
，

第
３

項
の

保
安

教
育

の
具
体

的
な

内
容

を
見

直
し

す
る
。
 

（
所
員
へ
の
保
安
教
育
）
 

第
3
3
0条

 
人

材
育

成
課

長
は
，

毎
年
度

，
原

子
炉

施
設

の
廃

止
措
置

を
行

う
所

員
へ

の
保

安
教
育

実
施

計
画

を
表

3
30
－

１
，

表
3
3
0－

２
お

よ
び

表
33
0
－

３
の

実
施

方
針

に
も

と
づ
い

て
作
成

し
，

廃
止

措
置

主
任

者
の
確

認
を

得
て

，
所

長

の
承

認
を

得
る

。
 

２
 

人
材

育
成

課
長

は
，
第
１

項
の
保

安
教

育
実

施
計

画
の

策
定
に

あ
た

り
，
第

2
07
条
第

２
項
に

も
と

づ
き

運
営

委
員

会

の
確

認
を

得
る

。
 

３
 

各
課

長
は

，
保

安
教

育
の

具
体
的

な
内

容
を

定
め

，
こ

れ
に
も

と
づ

き
，

第
１

項
の

保
安
教

育
実

施
計

画
に

よ
る

保

安
教

育
を

実
施

す
る

と
と

も
に

，
年
度

毎
に

実
施

結
果

を
所

長
に
報

告
す

る
。
 

 
た
だ

し
，

各
課

長
が

，
所

長
に
よ

り
別

途
承

認
さ

れ
た

基
準
に

従
い

，
各

項
目

の
全

部
ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
十

分

な
知

識
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る
と

認
め

た
者

に
つ

い
て

は
，
該
当

す
る

教
育

に
つ
い

て
省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。 

４
 

人
材

育
成

課
長

は
，

第
３

項
の
保

安
教

育
の

具
体

的
な

内
容
の

見
直

し
頻

度
を

定
め

，
こ
れ

に
も

と
づ

き
，

各
 

課
長

は
，

第
３

項
の

保
安

教
育

の
具
体

的
な

内
容

を
見

直
し

す
る
。
 

本
頁

変
更

な
し
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変
更

前
 

 

 
 

  

 
                                                        

表
3
3
0
－

１
　

保
安

教
育

実
施

方
針

（
総

括
表

）

大
分

類

中
分

類

（
実

用
炉

規
則

第
92

条
の

内
容

）

小
分

類

(項
目

）
内

　
　

　
　

　
容

実
施

時
期

当
直

長

副
当

直
長

主
任

班
長

運
転

員

放
射

性
廃

棄
物

処

理
設

備
の

業
務

に
関

わ
る

者

関
係

法
令

お
よ

び
保

安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と

原
子

炉
等

規
制

法
原

子
炉

等
規

制
法

に
関

連
す

る
法

令
の

概
要

，
な

ら
び

に
関

係
法

令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と

◎

（１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（１
時

間
以

上
）

◎

（１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

原
子

炉
の

し
く

み
◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

原
子

炉
容

器
等

主
要

機
器

の
構

造
に

関
す

る
こ

と

原
子

炉
冷

却
系

統
等

主
要

系
統

の
機

能
・
性

能
に

関
す

る
こ

と

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

○

（０
．

５
時

間
以

上
）

×

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

の
概

要
◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

非
常

時
の

場
合

に
講

ず
べ

き
処

置
の

概
要

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

法
，

令
，

労
働

安
全

衛
生

規
則

お
よ

び

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
の

関
係

条
項

原
子

炉
，

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
お

よ
び

そ
の

他
の

設
備

の
構

造
に

関
す

る
こ

と

原
子

炉
，

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
お

よ
び

そ
の

他
の

設
備

の
取

扱
い

の
方

法
管

理
区

域
へ

の
立

ち
入

り
お

よ
び

退
去

の
手

順

外
部

放
射

線
に

よ
る

線
量

当
量

率
お

よ
び

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
監

視
の

方
法

電
離

放
射

線
が

生
体

の
細

胞
，

組
織

，
器

官

お
よ

び
全

身
に

与
え

る
影

響

核
燃

料
物

質
ま

た
は

使
用

済
燃

料
ま

た
は

こ
れ

ら
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

種
類

お
よ

び
性

状
な

ら
び

に
運

搬
，

貯
蔵

，
廃

棄
の

作
業

の
方

法
・順

序

異
常

な
事

態
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

応
急

措
置

の
方

法

関
係

法
令

お
よ

び
保

安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と

原
子

炉
施

設
保

安
規

定

総
則

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
，

保
安

管
理

体
制

，
保

安
教

育
，

記
録

お
よ

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
，

な
ら

び
に

関
係

法
令

お
よ

び

保
安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と

○

（
１
時

間
以

上
)

○

（
１
時

間
以

上
)

施
設

運
用

上
の

基
準

に
関

す
る

こ
と

，
通

則
に

関
す

る
こ

と

○

（１
時

間
以

上
）

巡
視

に
関

す
る

こ
と

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
の

操
作

に
関

す
る

こ
と

異
常

時
対

応
（
現

場
機

器
対

応
）

異
常

時
対

応
（
中

央
制

御
室

内
対

応
）

異
常

時
対

応
（
指

揮
，

状
況

判
断

）

放
射

線
測

定
器

の
取

扱
い

管
理

区
域

へ
の

出
入

り
管

理
等

，
区

域
管

理
に

関
す

る
こ

と

線
量

限
度

等
，

被
ば

く
管

理
に

関
す

る
こ

と

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定
に

関
す

る
こ

と
管

理
区

域
外

へ
の

移
動

等
物

品
移

動
の

管
理

に

関
す

る
こ

と

協
力

会
社

の
放

射
線

防
護

に
関

す
る

こ
と

放
射

性
廃

棄
物

管
理

放
射

性
固

体
・
液

体
・
気

体
廃

棄
物

の
管

理
に

関
す

る
こ

と

○

（
０
．

５
時

間
以

上
)

燃
料

管
理

に
お

け
る

臨
界

管
理

燃
料

の
運

搬
お

よ
び

貯
蔵

に
関

す
る

こ
と

緊
急

事
態

応
急

対
策

等
，

原
子

力
防

災
対

策
活

動
に

関
す

る
こ

と

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
に

関
す

る
こ

と

火
災

，
内

部
溢

水
お

よ
び

火
山

影
響

等
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
こ

と

※
１
：
各

課
長

が
，

所
長

に
よ

り
別

途
承

認
さ

れ
た

基
準

に
従

い
，

各
項

目
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
十

分
な

知
識

　
　

　
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る

と
認

め
た

者
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
２
：
各

対
象

者
に

要
求

さ
れ

て
い

る
教

育
項

目
は

，
対

象
者

と
な

っ
た

時
点

か
ら

課
せ

ら
れ

る
。

×

廃
止

措
置

管
理

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

入
所

時
に

実
施

す
る

教
育

※
１

◎

（１
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に
関

す
る

こ
と

原
子

炉
施

設
の

構
造

，

性
能

に
関

す
る

こ
と

設
備

概
要

，

主
要

系
統

の
機

能

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に
関

す
る

こ
と

１
回

／
年

以
上

入
所

時
（原

子
力

発
電

所
新

規
配

属
時

）

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

に
関

す
る

こ
と

放
射

線
業

務

従
事

者
教

育

※
１

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と

運
転

員
（
１
号

炉
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
）

保
安

教
育

の
内

容
対

象
者

と
教

育
時

間
　

※
２

事
務

系
所

員
燃

料
取

扱
の

業
務

に
関

わ
る

者

左
記

以
外

の

技
術

系
所

員

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

対
象

者
と

教
育

時
間

は
，

表
33

0
－

２
参

照

×
○

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

○

（１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（１
時

間
以

上
）

○
（１

時
間

以
上

）

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措

置
の

運
用

に
関

す
る

こ
と

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て

汚
染

さ
れ

た
物

の
取

扱
い

に
関

す
る

こ
と

原
子

炉
施

設
の

構
造

，
性

能
に

関
す

る
こ

と

管
理

区
域

内
に

お
い

て
核

燃
料

物
質

，
使

用
済

燃

料
ま

た
は

こ
れ

ら

に
よ

っ
て

汚
染

さ

れ
た

物
を

取
扱

う

業
務

に
就

か
せ

る

時

施
設

管
理

×

そ
の

他

反
復

教
育

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て

汚
染

さ
れ

た
物

の
取

扱
い

に
関

す
る

こ
と

燃
料

管
理

放
射

線
管

理

施
設

管
理

計
画

に
関

す
る

こ
と

◎

（
１
時

間
以

上
）

放
射

線
管

理
に

関
す

る

こ
と

×

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に
関

す
る

こ
と

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

１
回

／
１
０
年

毎

以
上

対
象

者
と

実
施

時
期

，
教

育
時

間
に

つ
い

て
は

，
表

3
30

－
３
参

照

◎
：
全

員
が

教
育

の
対

象
者

（
関

連
す

る
業

務
内

容
に

応
じ

て
教

育
内

容
に

濃
淡

あ
り

）

○
：
業

務
に

関
連

す
る

者
が

教
育

の
対

象
（
関

連
す

る
業

務
内

容
に

応
じ

教
育

内
容

に
濃

淡
あ

り
）

×
：
教

育
の

対
象

外
( 
 )

：
合

計
の

教
育

時
間

対
象

者
と

実
施

時
期

，
教

育
時

間
に

つ
い

て
は

，
表

33
0－

３
参

照
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表
3
3
0
－

１
　

保
安

教
育

実
施

方
針

（
総

括
表

）

大
分

類
中

分
類

（
実

用
炉

規
則

第
92

条
の

内
容

）

小
分

類
(項

目
）

内
　

　
　

　
　

容
実

施
時

期
１
，

２
号

炉
の

当
直

長
３
号

炉
の

当
直

長
３
号

炉
の

副
当

直
長

１
，

２
号

炉
の

運
転

員
３
号

炉
の

主
任

３
号

炉
の

班
長

３
号

炉
の

運
転

員

放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

の
業

務
に

関
わ

る
者

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と

原
子

炉
等

規
制

法
原

子
炉

等
規

制
法

に
関

連
す

る
法

令
の

概
要

，
な

ら
び

に
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と
◎

（１
時

間
以

上
）

◎
（
１
時

間
以

上
）

◎
（
１
時

間
以

上
）

◎
（
１
時

間
以

上
）

◎
（１

時
間

以
上

）
◎

（
１
時

間
以

上
）

原
子

炉
の

し
く

み
◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

原
子

炉
容

器
等

主
要

機
器

の
構

造
に

関
す

る
こ

と
原

子
炉

冷
却

系
統

等
主

要
系

統
の

機
能

・性
能

に
関

す
る

こ
と

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

○
（０

．
５
時

間
以

上
）

×

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

の
概

要
◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

非
常

時
の

場
合

に
講

ず
べ

き
処

置
の

概
要

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

法
，

令
，

労
働

安
全

衛
生

規
則

お
よ

び
電

離
放

射
線

障
害

防
止

規
則

の
関

係
条

項
原

子
炉

，
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

お
よ

び

そ
の

他
の

設
備

の
構

造
に

関
す

る
こ

と
原

子
炉

，
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

お
よ

び
そ

の
他

の
設

備
の

取
扱

い
の

方
法

管
理

区
域

へ
の

立
ち

入
り

お
よ

び
退

去
の

手
順

外
部

放
射

線
に

よ
る

線
量

当
量

率
お

よ
び

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

の
監

視
の

方
法

電
離

放
射

線
が

生
体

の
細

胞
，

組
織

，
器

官

お
よ

び
全

身
に

与
え

る
影

響
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

ま
た

は
こ

れ
ら

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
種

類
お

よ
び

性
状

な
ら

び
に

運
搬

，
貯

蔵
，

廃
棄

の
作

業
の

方
法

・
順

序
異

常
な

事
態

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
応

急
措

置
の

方
法

関
係

法
令

お
よ

び
保

安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

総
則

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
，

保
安

管
理

体
制

，
保

安
教

育
，

記
録

お
よ

び
報

告
に

関
す

る
こ

と
，

な
ら

び
に

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と

○
（
１
時

間
以

上
)

○
（１

時
間

以
上

)

施
設

運
用

上
の

基
準

に
関

す
る

こ
と

，
通

則
に

関
す

る
こ

と
○

（１
時

間
以

上
）

巡
視

に
関

す
る

こ
と

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
の

操
作

に
関

す
る

こ
と

異
常

時
対

応
（
現

場
機

器
対

応
）

異
常

時
対

応
（
中

央
制

御
室

内
対

応
）

異
常

時
対

応
（
指

揮
，

状
況

判
断

）

放
射

線
測

定
器

の
取

扱
い

管
理

区
域

へ
の

出
入

り
管

理
等

，
区

域
管

理
に

関
す

る
こ

と
線

量
限

度
等

，
被

ば
く

管
理

に
関

す
る

こ
と

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

率
等

の
測

定
に

関
す

る
こ

と
管

理
区

域
外

へ
の

移
動

等
物

品
移

動
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

協
力

会
社

の
放

射
線

防
護

に
関

す
る

こ
と

放
射

性
廃

棄
物

管
理

放
射

性
固

体
・
液

体
・
気

体
廃

棄
物

の
管

理
に

関
す

る
こ

と

○

（
０
．

５
時

間
以

上
)

燃
料

管
理

に
お

け
る

臨
界

管
理

燃
料

の
運

搬
お

よ
び

貯
蔵

に
関

す
る

こ
と

緊
急

事
態

応
急

対
策

等
，

原
子

力
防

災
対

策
活

動
に

関
す

る
こ

と

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

こ
と

火
災

，
内

部
溢

水
お

よ
び

火
山

影
響

等
発

生
時

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
※

１
：
各

課
長

が
，

所
長

に
よ

り
別

途
承

認
さ

れ
た

基
準

に
従

い
，

各
項

目
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
十

分
な

知
識

　
　

　
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る

と
認

め
た

者
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
２
：
各

対
象

者
に

要
求

さ
れ

て
い

る
教

育
項

目
は

，
対

象
者

と
な

っ
た

時
点

か
ら

課
せ

ら
れ

る
。

保
安

教
育

の
内

容
対

象
者

と
教

育
時

間
　

※
２

運
転

員
（１

号
炉

，
２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
）

燃
料

取
扱

の
業

務
に

関
わ

る
者

左
記

以
外

の
技

術
系

所
員

事
務

系
所

員

入
所

時
に

実
施

す
る

教
育

※
１

入
所

時
（
原

子
力

発
電

所
新

規
配

属
時

）

原
子

炉
施

設
の

構
造

，
性

能
に

関
す

る
こ

と
設

備
概

要
，

主
要

系
統

の
機

能

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

に
関

す
る

こ
と

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に
関

す
る

こ
と

放
射

線
業

務
従

事
者

教
育

※
１

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と

管
理

区
域

内
に

お
い

て
核

燃
料

物
質

，
使

用
済

燃
料

ま
た

は
こ

れ
ら

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

を
取

扱
う

業
務

に
就

か
せ

る
時

対
象

者
と

教
育

時
間

は
，

表
3
30

－
２
参

照

原
子

炉
施

設
の

構
造

，
性

能
に

関
す

る
こ

と

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に
関

す
る

こ
と

○
（１

時
間

以
上

）

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
○

（１
時

間
以

上
）

×
放

射
線

管
理

◎
（１

時
間

以
上

）
◎

（
１
時

間
以

上
）

◎
（
１
時

間
以

上
）

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

の
運

用
に

関
す

る
こ

と

廃
止

措
置

管
理

×
×

◎
（
１
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎
（０

．
５
時

間
以

上
）

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

×
燃

料
管

理
○

（０
．

５
時

間
以

上
）

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に
関

す
る

こ
と

１
回

／
年

以
上

◎
（
０
．

５
時

間
以

上
）

そ
の

他

反
復

教
育

施
設

管
理

施
設

管
理

計
画

に
関

す
る

こ
と

１
回

／
１
０
年

毎
以

上

対
象

者
と

実
施

時
期

，
教

育
時

間
に

つ
い

て
は

，
表

3
30

－
３
参

照

◎
：全

員
が

教
育

の
対

象
者

（
関

連
す

る
業

務
内

容
に

応
じ

て
教

育
内

容
に

濃
淡

あ
り

）
○

：業
務

に
関

連
す

る
者

が
教

育
の

対
象

（
関

連
す

る
業

務
内

容
に

応
じ

教
育

内
容

に
濃

淡
あ

り
）

×
：教

育
の

対
象

外
( 
 )

：
合

計
の

教
育

時
間

対
象

者
と

実
施

時
期

，
教

育
時

間
に

つ
い

て
は

，
表

3
30

－
３
参

照
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表
3
3
0
－

２
　

保
安

教
育

実
施

方
針

（
放

射
線

業
務

従
事

者
教

育
）

当
直

長

副
当

直
長

主
任

班
長

運
転

員

放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

の
業

務

に
関

わ
る

者

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
１

①
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

の
種

類

　
お

よ
び

性
状

②
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

に
よ

っ
て

　
汚

染
さ

れ
た

物
の

種
類

お
よ

び
性

状

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

○

（０
．

５
時

間
以

上
）

○

（０
．

５
時

間
以

上
）

 核
燃

料
物

質
も

し
く

は
使

用
済

燃
料

 ま
た

は
こ

れ
ら

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た

 物
に

関
す

る
知

識

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

①
管

理
区

域
に

関
す

る
こ

と

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
１

②
核

燃
料

物
質

も
し

く
は

使
用

済
燃

料
ま

た
は

こ
れ

ら
に

　
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
運

搬
，

貯
蔵

お
よ

び
廃

棄

　
の

作
業

の
方

法
お

よ
び

順
序

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ※
１

③
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

に
よ

っ
て

　
汚

染
さ

れ
た

設
備

の
保

全
の

作
業

の
方

法

　
お

よ
び

順
序

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

④
外

部
放

射
線

に
よ

る
線

量
当

量
率

お
よ

び
空

気
中

の

　
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

監
視

の
方

法

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

⑤
天

井
，

床
，

壁
，

設
備

等
の

表
面

の
汚

染
の

状
態

の

　
確

認
お

よ
び

汚
染

の
除

去
の

方
法

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に

関
す

る
こ

と
　

※
１

⑥
異

常
な

事
態

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
応

急
の

　
措

置
の

方
法

・原
子

炉
施

設
の

構
造

，
性

能
に

関
す

る
こ

と

・放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
１

原
子

炉
，

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
お

よ
び

そ
の

他
の

設

備
の

構
造

お
よ

び
取

扱
い

の
方

法

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（１
．

５
時

間
以

上
）

○

（１
．

５
時

間
以

上
）

○

（１
．

５
時

間
以

上
）

 原
子

炉
施

設
に

係
る

設
備

の
構

造

 お
よ

び
取

扱
い

の
方

法
に

関
す

る

 知
識

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

①
電

離
放

射
線

の
種

類
お

よ
び

性
質

②
電

離
放

射
線

が
生

体
の

細
胞

，
組

織
，

器
官

お
よ

び

　
全

身
に

与
え

る
影

響

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（０
．

５
時

間
以

上
）

○

（０
．

５
時

間
以

上
）

○

（０
．

５
時

間
以

上
）

 電
離

放
射

線
の

生
体

に
与

え
る

影
響

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と

　
　

　
　

　
　

　
※

１

法
，

令
，

労
働

安
全

衛
生

規
則

お
よ

び
電

離
放

射
線

障
害

防

止
規

則
の

関
係

条
項

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

○

（１
時

間
以

上
）

○

（１
時

間
以

上
）

 関
係

法
令

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

①
管

理
区

域
へ

の
立

入
り

お
よ

び
退

去
の

手
順

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

１

②
核

燃
料

物
質

も
し

く
は

使
用

済
燃

料
ま

た
は

　
こ

れ
ら

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
運

搬
，

　
貯

蔵
お

よ
び

廃
棄

の
作

業

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

１

③
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

に
よ

っ
て

　
汚

染
さ

れ
た

設
備

の
保

全
の

作
業

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

④
外

部
放

射
線

に
よ

る
線

量
当

量
率

お
よ

び
空

気
中

の

　
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

監
視

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

⑤
天

井
，

床
，

壁
，

設
備

等
の

表
面

の
汚

染
の

状
態

の

　
確

認
お

よ
び

汚
染

の
除

去

・原
子

炉
施

設
の

構
造

，
性

能
に

関
す

る
こ

と

・放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

※
１

⑥
原

子
炉

，
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

お
よ

び

　
そ

の
他

の
設

備
の

取
扱

い

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に

関
す

る
こ

と
　

※
１

⑦
異

常
な

事
態

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
応

急
の

措
置

※
１
：
各

課
長

が
，

所
長

に
よ

り
別

途
承

認
さ

れ
た

基
準

に
従

い
，

各
項

目
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
十

分
な

知
識

　
　

　
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る

と
認

め
た

者
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
２
：
各

対
象

者
に

要
求

さ
れ

て
い

る
教

育
項

目
は

，
対

象
者

と
な

っ
た

時
点

か
ら

課
せ

ら
れ

る
。

燃
料

取
扱

の
業

務

に
関

わ
る

者

総
括

表
中

分
類

と
の

対
応

◎
（
２
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎
（
２
時

間
以

上
）

◎
（
２
時

間
以

上
）

　
運

転
員

（
１
号

炉
，

　
　

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
）

 原
子

炉
施

設
に

お
け

る
作

業
の

 方
法

に
関

す
る

知
識

　
原

子
炉

施
設

に
お

け
る

作
業

の
方

法

　
お

よ
び

同
施

設
に

係
る

設
備

の

　
取

扱
い

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
の

分
類

内
　

　
　

　
容

○

（１
．

５
時

間
以

上
）

左
記

以
外

の

技
術

系
所

員

◎
（
２
時

間
以

上
）

事
務

系
所

員

◎

（１
．

５
時

間
以

上
）

○
（２

時
間

以
上

）
○

（２
時

間
以

上
）

◎

（１
．

５
時

間
以

上
）

◎
（
２
時

間
以

上
）

対
象

者
と

教
育

時
間

　
※

２

○

（１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（１
．

５
時

間
以

上
）

◎
：
全

員
が

教
育

の
対

象
者

○
：
業

務
に

関
連

す
る

者
が

教
育

の
対

象

( 
)：

合
計

の
教

育
時

間
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表
3
3
0
－

２
　

保
安

教
育

実
施

方
針

（
放

射
線

業
務

従
事

者
教

育
）

１
，

２
号

炉
の

当
直

長
３
号

炉
の

当
直

長

３
号

炉
の

副
当

直
長

１
，

２
号

炉
の

運
転

員
３
号

炉
の

主
任

３
号

炉
の

班
長

３
号

炉
の

運
転

員

放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

の
業

務

に
関

わ
る

者

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
１

①
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

の
種

類

　
お

よ
び

性
状

②
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

に
よ

っ
て

　
汚

染
さ

れ
た

物
の

種
類

お
よ

び
性

状

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

○

（
０
．

５
時

間
以

上
）

○

（
０
．

５
時

間
以

上
）

 核
燃

料
物

質
も

し
く

は
使

用
済

燃
料

 ま
た

は
こ

れ
ら

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た

 物
に

関
す

る
知

識

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

①
管

理
区

域
に

関
す

る
こ

と

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
１

②
核

燃
料

物
質

も
し

く
は

使
用

済
燃

料
ま

た
は

こ
れ

ら
に

　
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
運

搬
，

貯
蔵

お
よ

び
廃

棄

　
の

作
業

の
方

法
お

よ
び

順
序

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ※
１

③
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

に
よ

っ
て

　
汚

染
さ

れ
た

設
備

の
保

全
の

作
業

の
方

法

　
お

よ
び

順
序

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

④
外

部
放

射
線

に
よ

る
線

量
当

量
率

お
よ

び
空

気
中

の

　
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

監
視

の
方

法

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

⑤
天

井
，

床
，

壁
，

設
備

等
の

表
面

の
汚

染
の

状
態

の
　

確
認

お
よ

び
汚

染
の

除
去

の
方

法

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に

関
す

る
こ

と
　

※
１

⑥
異

常
な

事
態

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
応

急
の

　
措

置
の

方
法

・
原

子
炉

施
設

の
構

造
，

性
能

に
関

す
る

こ
と

・
放

射
線

管
理

に
関

す
る

こ
と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

※
１

原
子

炉
，

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
お

よ
び

そ
の

他
の

設

備
の

構
造

お
よ

び
取

扱
い

の
方

法

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

○

（
１
．

５
時

間
以

上
）

○

（
１
．

５
時

間
以

上
）

 原
子

炉
施

設
に

係
る

設
備

の
構

造

 お
よ

び
取

扱
い

の
方

法
に

関
す

る
 知

識

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

①
電

離
放

射
線

の
種

類
お

よ
び

性
質

②
電

離
放

射
線

が
生

体
の

細
胞

，
組

織
，

器
官

お
よ

び

　
全

身
に

与
え

る
影

響

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
０
．

５
時

間
以

上
）

○

（
０
．

５
時

間
以

上
）

○

（
０
．

５
時

間
以

上
）

 電
離

放
射

線
の

生
体

に
与

え
る

影
響

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と

　
　

　
　

　
　

　
※

１

法
，

令
，

労
働

安
全

衛
生

規
則

お
よ

び
電

離
放

射
線

障
害

防

止
規

則
の

関
係

条
項

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

◎

（
１
時

間
以

上
）

○

（
１
時

間
以

上
）

○

（
１
時

間
以

上
）

 関
係

法
令

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

①
管

理
区

域
へ

の
立

入
り

お
よ

び
退

去
の

手
順

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

１

②
核

燃
料

物
質

も
し

く
は

使
用

済
燃

料
ま

た
は

　
こ

れ
ら

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
運

搬
，

　
貯

蔵
お

よ
び

廃
棄

の
作

業

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

取
扱

い
に

関
す

る
こ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
※

１

③
核

燃
料

物
質

ま
た

は
使

用
済

燃
料

に
よ

っ
て

　
汚

染
さ

れ
た

設
備

の
保

全
の

作
業

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

④
外

部
放

射
線

に
よ

る
線

量
当

量
率

お
よ

び
空

気
中

の

　
放

射
性

物
質

の
濃

度
の

監
視

放
射

線
管

理
に

関
す

る
こ

と
　

※
１

⑤
天

井
，

床
，

壁
，

設
備

等
の

表
面

の
汚

染
の

状
態

の
　

確
認

お
よ

び
汚

染
の

除
去

・
原

子
炉

施
設

の
構

造
，

性
能

に
関

す
る

こ
と

・
放

射
線

管
理

に
関

す
る

こ
と

　
　

　
　

　
　

　
　

※
１

⑥
原

子
炉

，
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

お
よ

び

　
そ

の
他

の
設

備
の

取
扱

い

非
常

の
場

合
に

講
ず

べ
き

処
置

に

関
す

る
こ

と
　

※
１

⑦
異

常
な

事
態

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
応

急
の

措
置

※
１
：
各

課
長

が
，

所
長

に
よ

り
別

途
承

認
さ

れ
た

基
準

に
従

い
，

各
項

目
の

全
部

ま
た

は
一

部
に

つ
い

て
十

分
な

知
識

　
　

　
お

よ
び

技
能

を
有

し
て

い
る

と
認

め
た

者
に

つ
い

て
は

，
該

当
す

る
教

育
に

つ
い

て
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
２
：
各

対
象

者
に

要
求

さ
れ

て
い

る
教

育
項

目
は

，
対

象
者

と
な

っ
た

時
点

か
ら

課
せ

ら
れ

る
。

総
括

表
中

分
類

と
の

対
応

内
　

　
　

　
容

対
象

者
と

教
育

時
間

　
※

２

電
離

放
射

線
障

害
防

止
規

則
の

分
類

　
　

　
　

　
　

　
運

転
員

（
１
号

炉
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
）

燃
料

取
扱

の
業

務
に

関
わ

る
者

左
記

以
外

の
技

術
系

所
員

事
務

系
所

員

○

（
１
．

５
時

間
以

上
）

 原
子

炉
施

設
に

お
け

る
作

業
の

 方
法

に
関

す
る

知
識

◎

（
２
時

間
以

上
）

◎

（
２
時

間
以

上
）

◎

（
２
時

間
以

上
）

◎

（
２
時

間
以

上
）

○

（
２
時

間
以

上
）

○

（
２
時

間
以

上
）

　
原

子
炉

施
設

に
お

け
る

作
業

の
方

法

　
お

よ
び

同
施

設
に

係
る

設
備

の

　
取

扱
い

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎

（
１
．

５
時

間
以

上
）

○

（
１
．

５
時

間
以

上
）

◎
：
全

員
が

教
育

の
対

象
者

○
：
業

務
に

関
連

す
る

者
が

教
育

の
対

象

( 
)：

合
計

の
教

育
時

間
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表
3
3
0
－

３
　

保
安

教
育

実
施

方
針

（
運

転
員

等
）

中
分

類
小

分
類

（
項

目
）

細
目

当
直

長
副

当
直

長
主

任
班

長
運

転
員

放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

の

業
務

に
関

わ
る

者
総

則
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
，

保
安

管
理

体
制

，
保

安
教

育
，

記
録

お
よ

び
報

告
に

関
す

る
規

則
の

概
要

，
な

ら
び

に
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と

◎
◎

◎
◎

◎

保
安

に
関

す
る

各
組

織
お

よ
び

各
職

務
の

具
体

的
役

割
と

確
認

す
べ

き
記

録
◎

×
×

×
×

廃
止

措
置

管
理

の
通

則
に

つ
い

て
の

概
要

廃
止

措
置

管
理

の
通

則
の

適
用

と
根

拠

施
設

運
用

上
の

基
準

の
概

要

施
設

運
用

上
の

基
準

の
具

体
的

値
と

制
限

を
超

え
た

場
合

の
措

置

施
設

運
用

上
の

基
準

お
よ

び
施

設
運

用
上

の
基

準
を

超
え

た
場

合
の

措
置

の
根

拠
と

運
用

◎
◎

×

巡
視

の
範

囲

巡
視

の
確

認
項

目
と

そ
の

根
拠

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
の

内
容

と
頻

度

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
の

操
作

と
基

準
値

各
設

備
の

運
転

操
作

の
概

要
（現

場
操

作
）

警
報

発
生

時
の

対
応

操
作

（現
場

操
作

）

各
設

備
の

運
転

操
作

と
監

視
項

目

警
報

発
生

時
の

対
応

操
作

（中
央

制
御

室
）

×

警
報

発
生

時
の

監
視

項
目

（指
揮

，
状

況
判

断
）

◎
×

×
×

×

定
期

事
業

者
検

査
時

の
検

査
項

目
概

要
◎

◎
◎

×
×

定
期

事
業

者
検

査
時

の
検

査
項

目
の

根
拠

◎
×

×
×

×

×
：
教

育
の

対
象

外

◎

◎
：
全

員
が

教
育

の
対

象
者

　
　

（関
連

す
る

業
務

内
容

に
応

じ
て

教
育

内
容

に
濃

淡
あ

り
）

◎
◎

◎

（
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
に

関

す
る

こ
と

の
み

）

×

×
◎

◎
◎

◎
燃

料
の

運
搬

お
よ

び
貯

蔵
に

関
す

る
こ

と

施
設

管
理

施
設

管
理

計
画

に
関

す
る

こ
と

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
物

の
取

扱
い

に

関
す

る
こ

と

放
射

性
廃

棄
物

管
理

放
射

性
固

体
・液

体
・
気

体
廃

棄
物

の
管

理
に

関
す

る
こ

と

燃
料

管
理

燃
料

の
臨

界
管

理
に

関
す

る
こ

と

◎

（
放

射
性

廃
棄

物

処
理

設
備

に
関

す
る

こ
と

の
み

）

×

異
常

時
対

応
◎

◎
◎

◎
（
放

射
性

廃
棄

物

処
理

設
備

に
関

す
る

こ
と

の
み

）

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

に
関

す
る

こ
と

原
子

炉
施

設
保

安
規

定

＜
運

転
員

＞
３
年

間
で

１
０
時

間
以

上
※

2

＜
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
の

業
務

に
関

わ
る

者
＞

３
年

間
で

８
時

間
以

上
※

2

＜
燃

料
取

扱
の

業
務

に
関

わ
る

者
＞

３
年

間
で

１
時

間
以

上
※

2

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

の
運

用
に

関
す

る
こ

と

廃
止

措
置

管
理

廃
止

措
置

管
理

◎
◎

◎
×

××

巡
視

・
定

期
的

検
査

◎
◎

◎

保
安

教
育

の
内

容

具
体

的
教

育
内

容

対
象

者
　

※
１

実
施

頻
度

お
よ

び
時

間

運
転

員
（
１
号

炉
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
）

燃
料

取
扱

の
業

務
に

関
わ

る
者

※
１
：
各

対
象

者
に

要
求

さ
れ

て
い

る
教

育
項

目
は

、
対

象
者

と
な

っ
た

時
点

か
ら

課
せ

ら
れ

る
。

※
２
：
記

載
す

る
に

あ
た

っ
て

の
考

え
は

、
以

下
の

と
お

り
。

・
本

教
育

は
、

同
一

細
目

で
あ

っ
て

も
対

象
者

の
職

位
に

応
じ

て
理

解
の

範
囲

、
深

さ
に

差
が

あ
る

（あ
る

教
育

で
、

複
数

の
細

目
を

カ
バ

ー
す

る
場

合
も

あ
る

）
。

・
こ

の
○

年
間

で
○

○
時

間
以

上
と

は
、

運
転

員
が

行
う
一

連
の

教
育

の
時

間
で

あ
り

、

上
表

は
こ

の
教

育
時

間
の

中
に

含
ま

れ
て

い
る

（
上

述
の

表
の

細
目

の
時

間
を

累
積

し
た

時
間

で
は

な
い

）
。

・
各

細
目

の
内

容
が

密
接

に
関

わ
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
細

目
毎

の
時

間
の

区
別

は
行

わ
な

い
。
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変
更

後
 

備
考

 

 
 

  

     
廃

止
措
置

計
画

の
進

捗
 

に
伴

う
変

更
 

                                    

表
3
3
0
－

３
　

保
安

教
育

実
施

方
針

（
運

転
員

等
）

中
分

類
小

分
類

（
項

目
）

細
目

１
，

２
号

炉
の

当
直

長

３
号

炉
の

当
直

長

３
号

炉
の

副
当

直
長

１
，

２
号

炉
の

運
転

員

３
号

炉
の

主
任

３
号

炉
の

班
長

３
号

炉
の

運
転

員

放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

の

業
務

に
関

わ
る

者

総
則

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
，

保
安

管
理

体
制

，
保

安
教

育
，

記
録

お
よ

び
報

告
に

関
す

る
規

則
の

概
要

，
な

ら
び

に
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
に

関
す

る
こ

と
◎

◎
◎

◎

保
安

に
関

す
る

各
組

織
お

よ
び

各
職

務
の

具
体

的
役

割
と

確
認

す
べ

き
記

録
◎

×
×

×

廃
止

措
置

管
理

の
通

則
に

つ
い

て
の

概
要

廃
止

措
置

管
理

の
通

則
の

適
用

と
根

拠

施
設

運
用

上
の

基
準

の
概

要

施
設

運
用

上
の

基
準

の
具

体
的

値
と

制
限

を
超

え
た

場
合

の
措

置

施
設

運
用

上
の

基
準

お
よ

び
施

設
運

用
上

の
基

準
を

超
え

た
場

合
の

措
置

の
根

拠
と

運
用

◎
◎

巡
視

の
範

囲

巡
視

の
確

認
項

目
と

そ
の

根
拠

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
の

内
容

と
頻

度

定
期

的
に

実
施

す
る

サ
ー

ベ
イ

ラ
ン

ス
の

操
作

と
基

準
値

各
設

備
の

運
転

操
作

の
概

要
（現

場
操

作
）

警
報

発
生

時
の

対
応

操
作

（
現

場
操

作
）

各
設

備
の

運
転

操
作

と
監

視
項

目

警
報

発
生

時
の

対
応

操
作

（
中

央
制

御
室

）
×

警
報

発
生

時
の

監
視

項
目

（
指

揮
，

状
況

判
断

）
◎

×
×

×

定
期

事
業

者
検

査
時

の
検

査
項

目
概

要
◎

◎
×

×

定
期

事
業

者
検

査
時

の
検

査
項

目
の

根
拠

◎
×

×
×

×
：
教

育
の

対
象

外

核
燃

料
物

質
お

よ
び

核
燃

料
物

質
に

よ
り

汚
染

さ
れ

た
物

の
取

扱
い

に

関
す

る
こ

と
燃

料
管

理
燃

料
の

運
搬

お
よ

び
貯

蔵
に

関
す

る
こ

と

燃
料

の
臨

界
管

理
に

関
す

る
こ

と

放
射

性
廃

棄
物

管
理

放
射

性
固

体
・
液

体
・
気

体
廃

棄
物

の
管

理
に

関
す

る
こ

と

保
安

教
育

の
内

容

関
係

法
令

お
よ

び

保
安

規
定

の
遵

守

に
関

す
る

こ
と

原
子

炉
施

設
保

安
規

定

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

の
運

用
に

関
す

る
こ

と

施
設

管
理

計
画

に

関
す

る
こ

と
施

設
管

理

廃
止

措
置

管
理

巡
視

・定
期

的
検

査
廃

止
措

置
管

理

異
常

時
対

応

◎
：
全

員
が

教
育

の
対

象
者

　
　

（
関

連
す

る
業

務
内

容
に

応
じ

て
教

育
内

容
に

濃
淡

あ
り

）◎
（放

射
性

廃
棄

物

処
理

設
備

に
関

す
る

こ
と

の
み

）

×

×

具
体

的
教

育
内

容

◎
◎

◎

（放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

に
関

す
る

こ
と

の
み

）
×

◎

×
×

◎

実
施

頻
度

お
よ

び
時

間

運
転

員
（
１
号

炉
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
）

対
象

者
　

※
１

燃
料

取
扱

の
業

務
に

関
わ

る
者

＜
運

転
員

＞

３
年

間
で

１
０
時

間
以

上
※

2

＜
放

射
性

廃
棄

物
処

理
設

備
の

業
務

に
関

わ
る

者
＞

３
年

間
で

８
時

間
以

上
※

2

＜
燃

料
取

扱
の

業
務

に
関

わ
る

者
＞

３
年

間
で

１
時

間
以

上
※

2

◎
◎

◎
◎

◎◎
◎

×

◎

（放
射

性
廃

棄
物

処
理

設
備

に
関

す
る

こ
と

の
み

）

※
１
：
各

対
象

者
に

要
求

さ
れ

て
い

る
教

育
項

目
は

、
対

象
者

と
な

っ
た

時
点

か
ら

課
せ

ら
れ

る
。

※
２
：
記

載
す

る
に

あ
た

っ
て

の
考

え
は

、
以

下
の

と
お

り
。

・本
教

育
は

、
同

一
細

目
で

あ
っ

て
も

対
象

者
の

職
位

に
応

じ
て

理
解

の
範

囲
、

深
さ

に
差

が
あ

る

（
あ

る
教

育
で

、
複

数
の

細
目

を
カ

バ
ー

す
る

場
合

も
あ

る
）
。

・こ
の

○
年

間
で

○
○

時
間

以
上

と
は

、
運

転
員

が
行

う
一

連
の

教
育

の
時

間
で

あ
り

、

上
表

は
こ

の
教

育
時

間
の

中
に

含
ま

れ
て

い
る

（
上

述
の

表
の

細
目

の
時

間
を

累
積

し
た

時
間

で
は

な
い

）。

・各
細

目
の

内
容

が
密

接
に

関
わ

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

細
目

毎
の

時
間

の
区

別
は

行
わ

な
い

。
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

 （
中
略
）

 
 （
中
略
）
 

 

附
 
 
則
（
令
和
 
 
年
 
 
月
 
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
定
は
，
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
日
か
ら

1
0
日
以
内
に
施
行
す
る
。
 

２
 
こ
の
規
定
施
行
の
際
，
第

10
0
条
,
第

2
9
9
条
，
第

3
0
0
条
お
よ
び
第

3
0
2
条
に
つ
い
て
は
，
原
子
力
規
制
委
員
会
の

認
可
を
受
け
た
後
，
か
つ
，
１
号
炉
海
水
ポ
ン
プ
の
廃
止
に
つ
い
て
当
社
が
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
，
そ

れ
ま
で
の
間
は
従
前
の
例
に
よ
る
。

 
 

     
附
則
の
追
加
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添付資料  
 

 

伊方発電所原子炉施設保安規定の変更について 

 

 

１．伊方発電所１号炉および２号炉廃止措置計画変更認可申請書の内容の反映に伴う変

更 

令和４年２月１５日に１号炉および２号炉廃止措置計画変更認可申請書を申請した

ことから，廃止措置計画変更認可申請書の内容を反映するため，関連する条文の変更

を行う。 

 

 （変更する条文） 

  ・第100条（放射性液体廃棄物の管理） 

  ・第299条（放射線固体廃棄物の管理） 

・第300条（放射性液体廃棄物の管理） 

・第302条（放出管理用計測器の管理） 

 

 

２．伊方発電所１号炉および２号炉の廃止措置の進捗に伴う変更 
１号炉のすべての使用済燃料は輸送が完了し，１号炉の使用済燃料ピットに使用済

燃料を保管することはないことから，貯蔵可能な使用済燃料ピットの対象の見直しを

行う。また，１号炉および２号炉の廃止措置の進捗に伴い，設備の管理，運用状況に

合わせ運転員の区分に関わらず配員できるように，１，２号炉の運転員においては，

１，２号炉の当直長を除いた運転員を統一した区分に変更する。 

このため，関連する条文の変更を行う。 

 

 （変更する条文） 

・第130条（所員への保安教育） 

・第297条（使用済燃料の貯蔵） 

・第320条（原子力防災組織） 

・第330条（所員への保安教育） 

 

 

   以 上  




